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八十二リース、ながぎんリースの合併に関するお知らせとご案内 
 
八十二リース株式会社と株式会社ながぎんリースは、2027 年 1 月 1 日を予定日とする合併契約を 

6月 2日付で締結いたしました。 
ともに長野県を基盤とするリース会社で、八十二銀行を親会社とする両社が、これまで培ってきたお客

さまとのリレーションやノウハウを掛け合わせ、より一層、皆さまのお役に立てるようサービスの充実に努めて
まいる所存でございます。 
なお、合併までの間のお取引につきまして、下記のとおりご案内を申し上げますので何卒ご高承賜りま

すようお願い申し上げます。 
どうか今後とも変わらぬご支援、ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。 

 
記 

１． 合併全般に関する事項 
(1) 合併の形態について 

2027年 1月 1日を効力発生日として、八十二リースを存続会社、ながぎんリースを消滅会社とす
る合併といたします。 

(2) 今後のスケジュールについて 
2026年 12月 31日 ながぎんリースの事業最終日 
2027年 1月 1日  合併効力発生日 

(3) 合併後の社名について 
合併後の社名は「八十二リース株式会社」といたします。 

(4) 営業拠点の統合・廃止について 
現在の八十二リースの本社・各営業店を拠点とする予定ですが、両社の営業拠点が重なる松本市、
長野市については、お客さまの利便性に鑑み、今後両社で検討を進めてまいります。 

 
２． お客さまとのお取引に関する事項 

合併までの間は以下のとおり取り扱いをさせていただきます。 
(1) ながぎんリースとの既存契約について      
 ながぎんリースと締結いただいている既存のご契約は、合併日に八十二リースに自動的に引き

継がれます（図１）。 



 ながぎんリースでの車両に係るご契約（オート契約）は、合併日に八十二リースを経由して  
八十二オートリースに移転しますが、お客さまはリース車両をそのままご使用いただけます(図１)。 

 合併日よりも前に満了を迎えるながぎんリースとのご契約につきましては、ながぎんリースが満了
の手続きを行います。なお、お入替えされる場合の新規のご契約は八十二リースで対応する場
合がございますので、その際は改めて担当者からご案内申し上げます。 

(2) 八十二リースとの既存契約について 
合併に伴うお客さまのお手続きは必要ございません。満了のお手続きも、引き続き八十二リースで
対応いたします。 

(3) 新規のご契約について 
新規のご契約につきましては、原則として八十二リースで取り扱いをさせていただきます。順次、担当
者の変更を進めてまいりますが、その間のお申込みにつきましては、従来のながぎんリースまたは八十
二リースの担当者へお申し付けください。 
 

（図１） 

 

以上 
 
 

本件に関するお問い合わせ先 
ながぎんリース 営業部 中村 
         総務部 米窪  

0263-35-6866 

八十二リース 総務部 藤牧、西牧 
026-226-8282 

（音声ガイダンス 3番） 
 

- 
 
 

車両に係るご契約（オート契約）については、 
合併時に一旦八十二リースに引き継がれ、 
直ちに八十二リースの 100％子会社である 
八十二オートリースに引き継がれます。 


